
全国でも有数の破砕帯地すべり地帯の吉野川中流域。

特に崩壊発生の顕著な祖谷川・南小川流域において昭和46年４月から直轄砂防事業を開始。

昭和53年のとうじ山崩壊を機に赤根川においても直轄砂防事業を着手。



水源部の吉野川上流域。

昭和50年・51年の台風豪雨による多数の山腹崩壊により調査開始。

昭和54年度から直轄区域に拡大編入し、直轄砂防事業を開始。



全国でも有数の急流河川、重信川。

昭和18年・20年の大洪水により流域各所で大崩壊が発生し下流部で本川が
破堤、未曾有の被害を受ける。

このため砂防施設整備が急務となり、昭和23年から直轄砂防事業を開始。


